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総
額
2,026
億
円
26
年
度
予
算
を
可
決

を
全
会
一
致
で
可
決

100
条
委
員
会

調
査
報
告
書

　
３
月
４
日
か
ら
４
月
１
日
ま
で
の
会
期

で
３
月
定
例
会
を
開
き
ま
し
た
。
市
長
提

出
の
平
成
26
年
（
２
０
１
４
年
）
度
当
初

予
算
は
、
一
般
会
計
、
10
特
別
会
計
及
び

水
道
会
計
で
総
額
２
０
２
６
億
円
と
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
条
例
案
や
、
人
選
案
件
な
ど
60
件
が

市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
会
議
初
日
に
、
グ
リ
ー
ン
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
基
金
に
係
る
随
意
契
約
及
び
関

連
業
務
等
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
の

委
員
長
が
調
査
結
果
報
告
を
行
い
、
そ
の

調
査
報
告
書
を
全
会
一
致
で
可
決
し
ま
し

た
。
ま
た
、
昨
年
５
月
定
例
会
か
ら
継
続

審
査
し
て
い
た
執
行
機
関
の
附
属
機
関
条

例
改
正
案
（
総
務
部
所
管
分
）
の
施
行
期

日
に
つ
い
て
、
市
長
か
ら
修
正
申
し
出
が

あ
り
、
承
認
し
ま
し
た
。

　
市
長
提
出
議
案
の
う
ち
、
執
行
機
関
の

附
属
機
関
条
例
改
正
案
（
こ
ど
も
部
所
管

分
）は
、市
長
に
よ
り
撤
回
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
児
童
会
館
条
例
改
正
案
、
平
成
26

年
（
２
０
１
４
年
）
度
一
般
会
計
補
正
予

算
案
（
第
１
号
）
及
び
昨
年
３
月
定
例
会

か
ら
継
続
審
査
し
て
い
た
市
長
給
料
等
特

例
条
例
案
を
否
決
す
る
と
と
も
に
、
昨
年

12
月
定
例
会
か
ら
継
続
審
査
し
て
い
た
総

合
計
画
基
本
構
想
・
基
本
計
画
案
は
、
慎

重
に
審
査
す
る
た
め
次
期
定
例
会
ま
で
継

続
審
査
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
議
決
結

果
に
つ
い
て
は
、
14
～
16
面
の
議
決
結

果
、
賛
否
一
覧
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
議
会
運
営
委
員
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
委

員
会
条
例
改
正
案
は
、
全
員
賛
成
で
可
決

し
ま
し
た
。
ま
た
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ

た
実
費
弁
償
条
例
改
正
案
及
び
井
上
市
長

に
対
す
る
問
責
決
議
案
は
、
全
員
賛
成
で

可
決
し
ま
し
た
。（
全
文
は
11
面
に
掲
載
）

　
こ
の
ほ
か
、
井
上
市
長
に
対
す
る
不
信

任
決
議
案
が
２
件
、
議
長
に
提
出
さ
れ
ま

し
た
が
、
３
名
の
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た

決
議
案
は
、
議
題
と
な
る
前
に
提
案
議
員

か
ら
撤
回
の
申
し
出
が
あ
り
、
議
長
が
撤

回
を
許
可
し
ま
し
た
。
ま
た
、
７
名
の
議

員
か
ら
提
出
さ
れ
た
決
議
案
は
、
３
月
28

日
、
４
月
１
日
の
会
議
に
お
い
て
議
題
と

な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
審
議
を
行
い
ま
し
た

が
、
本
会
議
最
終
日
の
４
月
１
日
の
会
議

に
お
い
て
、
採
決
時
に
定
足
数
（
在
職
議

員
数
の
３
分
の
２
以
上
の
者
の
出
席
）
を

満
た
さ
な
く
な
っ
た
た
め
、
本
会
議
を
休

憩
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
定
刻
の
午
後
５

時
に
な
っ
て
も
再
開
さ
れ
ず
自
然
閉
会
と

な
り
、
審
議
未
了
と
な
り
ま
し
た
。

No.２76 3 月定例会号

予

算

１　
一
般
会
計

　
平
成
26
年
（
２
０
１
４
年
）
度
一
般
会

計
当
初
予
算
は
１
１
２
８
億
２
４
７
２
万

円
で
、
前
年
度
比
７
・
８
％
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
新
年
度
の
主
な
事
業
と
そ
の
経
費
は
、

（
仮
称
）
千
里
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン

タ
ー
の
整
備
に
係
る
公
有
財
産
購
入
費
等

に
６
億
１
３
８
８
万
円
、
災
害
時
に
支
援

を
必
要
と
す
る
人
の
安
否
確
認
・
避
難
支

援
の
シ
ス
テ
ム
構
築
及
び
福
祉
避
難
所
備

蓄
品
の
配
備
等
に
１
０
６
万
円
、
医
療
的

ケ
ア
を
必
要
と
す
る
障
が
い
者
等
が
入
居

3 月定例会の概要� １～３

100条委員会調査報告� ３

各会派の代表質問・質問（個人）� ４～９

政府等へ意見書�� 10

常任委員会の審査から、要望・陳情� 11 ～ 13

議決結果� 14 ～ 16

議会日誌� �16

主
な
掲
載
内
容

100
条
委
員
会

調
査
報
告

定
例
会
の
概
要

各
会
派
の
質
問

意

見

書

常
任
委
員
会
要
望
・
陳
情

議
決
結
果
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で
き
る
多
機
能
施
設
「（
仮
称
）
く
ら
し
の

場
」
の
整
備
補
助
に
２
７
６
５
万
円
、
消

費
税
率
の
引
き
上
げ
に
際
し
、
平
成
26
年

（
２
０
１
４
年
）
度
に
限
り
低
所
得
者
や

子
育
て
世
帯
に
臨
時
特
例
給
付
措
置
を
実

施
す
る
た
め
の
経
費
に
14
億
４
９
７
６
万

円
、
待
機
児
童
解
消
の
た
め
、
認
可
外
保

育
施
設
に
対
す
る
運
営
費
用
の
助
成
に
１

億
２
０
８
５
万
円
、
モ
デ
ル
事
業
と
し
て

障
が
い
児
の
受
け
入
れ
年
限
を
小
学
校
４

年
生
ま
で
延
長
す
る
留
守
家
庭
児
童
育
成

室
の
運
営
経
費
に
７
億
４
７
６
１
万
円
、

乳
幼
児
健
診
等
で
ア
レ
ル
ギ
ー
ハ
イ
リ
ス

ク
児
を
把
握
し
、
診
察
、
相
談
、
保
健
指

導
等
を
行
う
事
業
に
３
８
２
万
円
、
吹
田

操
車
場
跡
地
整
備
事
業
に
５
億
６
９
０
６

万
円
、
千
里
山
駅
周
辺
整
備
事
業
に
10
億

５
８
１
６
万
円
、
都
市
計
画
道
路
南
吹
田

駅
前
線
立
体
交
差
事
業
に
15
億
４
０
３
３

万
円
、
小
・
中
学
校
に
お
け
る
情
報
教
育

用
機
器
の
賃
借
・
購
入
及
び
保
守
に
関
す

る
経
費
に
２
億
２
３
５
９
万
円
、
小
・
中

学
校
校
舎
の
耐
震
補
強
に
６
億
９
８
３
３

万
円
、（
仮
称
）
千
里
丘
北
小
学
校
建
設
工

事
等
に
24
億
２
９
７
３
万
円
、
千
一
地
区
公

民
館
建
て
替
え
工
事
等
に
１
億
７
６
４
２

万
円
な
ど
で
す
。�

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

２　
特
別
会
計
・
事
業
会
計

　
国
民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
な
ど
10
特

別
会
計
の
当
初
予
算
の
総
額
は
８
０
０
億

２
８
５
１
万
円
で
、
前
年
度
比
４
・
５
％

の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
国
保

会
計
は
３
７
５
億
８
２
０
８
万
円
で
１
・

８
％
の
増
、
介
護
保
険
会
計
は
２
３
０
億

５
２
９
２
万
円
で
７
・
６
％
の
増
と
な
っ

て
い
ま
す
。

　
水
道
会
計
は
98
億
３
７
４
万
円
で
、
前

年
度
比
12・８
％
の
増
と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
は
賛
成
多
数

で
可
決
）

※
平
成
26
年
（
２
０
１
４
年
）
４
月
１
日

か
ら
市
立
吹
田
市
民
病
院
が
地
方
独
立
行

政
法
人
化
し
た
こ
と
に
伴
い
、
病
院
会
計

は
廃
止
と
な
り
、
同
病
院
に
代
わ
っ
て
起

債
及
び
償
還
を
行
う
と
と
も
に
、
同
病
院

へ
の
貸
し
付
け
及
び
同
病
院
か
ら
の
償
還

金
の
受
け
入
れ
を
行
う
た
め
に
病
院
事
業

債
管
理
特
別
会
計
が
４
億
５
４
３
９
万
円

で
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

主

な

条

例

○�

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
条
例

　
千
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
を
公
の

施
設
と
し
て
設
置
す
る
と
と
も
に
、
現
行

条
例
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
及
び
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
に
係
る
規
定
に
つ
い

て
整
理
を
図
る
た
め
、
現
行
条
例
の
全
部

改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

○
積
立
基
金
条
例
の
一
部
改
正

　
配
偶
者
等
か
ら
の
暴
力
及
び
児
童
に
対

す
る
虐
待
の
防
止
を
推
進
し
、
暴
力
の
な

い
安
心
、
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
す

ダ
ブ
ル
リ
ボ
ン
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
今
後
の

発
展
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
、

基
金
を
設
置
す
る
も
の
で
す
。

○�

こ
ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例

の
一
部
改
正

　
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
こ

ど
も
発
達
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
同
法

に
基
づ
く
障
害
児
相
談
支
援
事
業
等
を
行

う
も
の
で
す
。

単

行

事

件

○�

（
仮
称
）
千
里
山
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

施
設
整
備
に
伴
う
不
動
産
の
取
得

　
千
里
山
霧
が
丘
５
番
25
に
建
設
さ
れ
る

建
物
の
一
部（
床
面
積
１
０
６
５・59
㎡
）

を
５
億
９
９
４
４
万
円
で
取
得
す
る
も
の

で
す
。�

（
賛
成
多
数
で
可
決
）

○�

地
方
独
立
行
政
法
人
市
立
吹
田

市
民
病
院
中
期
計
画
の
認
可

　
市
長
か
ら
示
さ
れ
た
中
期
目
標
を
達
成

し
、
公
立
病
院
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も

に
、
地
域
の
中
核
病
院
と
し
て
市
民
の
生

命
と
健
康
を
守
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す

る
た
め
、中
期
計
画
を
定
め
る
も
の
で
す
。

（
審
査
内
容
の
一
部
は
11
～
13
面
に
、
議

決
結
果
等
は
14
～
16
面
に
掲
載
）

請

願

　
３
月
定
例
会
で
は
、
市
民
か
ら
提
出

さ
れ
た
請
願
２
件
の
う
ち
、
１
件
を
採
択

し
、
１
件
を
不
採
択
と
し
ま
し
た
。

採

択

し

た

請

願

○��

古
江
台
幼
稚
園
と
北
千
里
保
育
園

と
の
幼
保
一
体
化
に
関
す
る
請
願

　
本
市
初
の
幼
保
一
体
化
計
画
に
、
保
育

所
と
幼
稚
園
が
積
み
上
げ
て
き
た
保
育
・

教
育
の
よ
さ
が
共
に
い
か
さ
れ
る
よ
う
、

そ
の
基
本
方
針
、
施
設
環
境
及
び
保
育
・

教
育
内
容
に
つ
い
て
保
護
者
の
意
見
を
十

分
に
聴
き
、
慎
重
に
議
論
し
て
ほ
し
い
。

不
採
択
と
し
た
請
願

○��

国
保
加
入
者
の
生
活
に
配
慮
し

国
民
健
康
保
険
料
引
下
げ
を

求
め
る
請
願

採
択
請
願
の
処
理
報
告

　
12
月
定
例
会
で
採
択
し
た
請
願
２
件
に

つ
い
て
、
市
長
か
ら
処
理
結
果
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。

○�

公
立
保
育
所
民
営
化
実
施
計
画
の

慎
重
な
検
討
を
求
め
る
請
願

　
公
立
保
育
所
の
民
営
化
を
進
め
る
に
当

た
り
、
今
後
と
も
保
護
者
説
明
会
を
適
宜

開
催
し
、
で
き
る
か
ぎ
り
丁
寧
な
説
明
に

努
め
た
い
。
ま
た
、
今
後
設
置
を
予
定
し

て
い
る
事
業
者
選
定
委
員
会
に
は
保
護
者

代
表
に
も
参
画
頂
き
、
御
意
見
を
頂
き
な

が
ら
、
慎
重
か
つ
丁
寧
に
進
め
た
い
。
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○�

（
仮
称
）
吹
田
市
立
ス
タ
ジ
ア
ム

　
建
設
並
び
に
（
仮
称
）
エ
キ
ス
ポ

　

ラ
ン
ド
跡
地
複
合
施
設
開
発
に

　
関
す
る
請
願

　
両
施
設
が
本
市
の
都
市
魅
力
向
上
の
拠

点
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
、
事
業

者
に
対
し
、
地
元
雇
用
や
障
が
い
者
支

援
、
交
通
対
策
等
の
観
点
か
ら
要
望
を

行
っ
て
き
た
。今
後
と
も
、誰
も
が
安
心
、

安
全
に
観
戦
し
、
使
用
で
き
る
よ
う
、
引

き
続
き
事
業
者
に
働
き
か
け
た
い
。

人　
　
　
　
　

事

　

３
月
定
例
会
で
は
、
次
の
方
々
の
選
任

に
同
意
し
ま
し
た
。

教
育
委
員
会
委
員
（
任
期
４
年
）

山
田
西
３
丁
目
７
番
13
号

　
谷た

に　
口ぐ

ち　
　
　
学ま

な
ぶ　

氏

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

�

（
任
期
３
年
）

箕
面
市
船
場
西
２
丁
目
９
番
１
号

　
上う

え　
田だ　
茂し

げ　
久ひ

さ　
氏

人
権
擁
護
委
員
（
任
期
３
年
）

岸
部
中
５
丁
目
10
番
10
号

　
清き

よ　
岡お

か　
隆た

か　
文ふ

み　
氏

寿
町
１
丁
目
11
番
８
号

　
田た　
原は

ら　
元も

と　
宏ひ

ろ　
氏

泉
町
５
丁
目
24
番
30
号

　
矢や　
橋は

し　
良よ

し　
栄え　
氏

100条委員会は、市長をはじめ、関係人に対する証人尋問等や多数の記録及び資料を基に調査を行い、以下の結論を得ました。
（調査報告書の全文は、市議会ホームページ（http://www.city.suita.osaka.jp/home/shigikai.html）に掲載しています。）

結 論
１．関係法令等からの逸脱及び不適正な手続　グリーンニューディール基金に係る随意契約及び関連業務における一連の契約

手続は、地方自治体の事務執行の基本から大幅に逸脱しており、極めて不適正であった。
　特に、太陽光発電設備設置については、適正な予定価格を計算せずに単独随意契約を行った結果、市場価格を少なくとも
800 万円上回る金額で契約している。この契約手続は入札業務に関する一般原則に反し、補助金適正化法第 11 条に定めた、
補助事業執行に関する善良な管理者たる注意義務に反する。また、中核市・特例市グリーンニューディール基金交付要綱に定
めた交付取消事由にも該当する。

２．市長の責任　市長には、地方自治法や地方財政法等の法令に従って誠実に事務処理を行う法的責任がある。そのため、今回
の事務執行に関して、市を統括し代表する井上市長には最高責任者としての責任がある。
　太陽光発電設備設置が異例の単独随意契約で、かつ、契約の相手方が井上市長の後援会幹部が代表取締役を務める会社で
あることは、決裁書類を一見すれば判明する。にもかかわらず、井上市長は、随意交渉及び随意契約締結において、契約の相手方、
契約額、契約内容、その契約が法令等に違反していないかどうか、具体的事実を正確に認識せず、起案文書に決裁した。
　よって、井上市長には、市が契約を締結する場合にその内容が適正であることについて自ら調査、点検し、また職員を管理
監督するなどの任務を担っているにもかかわらず、漫然とそれを放置して決裁した法的責任がある。
　なお、井上市長は決裁書類に目を通さず、契約の相手方が後援会関連企業と知らずに決裁を行ったと弁明しているが、そ
のことだけでも職責を放棄する重大な事態であり、市民の信託に反する。

３．損害の発生　井上市長は、今回の不適正な補助金執行により、当時の市場価格を超える金額、少なくとも 800 万円の損害
を吹田市に与えた。よって、井上市長個人は、その損害額を吹田市に賠償する責任があり、吹田市は環境省に同額を返還すべ
きである。

４．市長の指示の疑い　市長決裁を必要とする、太陽光発電設備設置のような重要な契約が、市長への事前説明もなく締結さ
れたとは考えられない。したがって、あらかじめ井上市長の了解を得て協議等を進めていたのではないかとの疑念が最後まで
払拭できなかった。
　また、ガバナンス推進委員会の報告書は、十分な検証期間もなく出されており、本単独随意契約を正当化する市側の主張
を単に追認するためのものに過ぎなかったと本委員会は判断した。
　加えて、調査の中で、以下のことも発覚した。
⑴建築課が通常行わない仕様書作成業務を行った ⑵適正な積算業務を怠っていた ⑶概算工事費を精査できていなかった 
⑷契約検査室に起案文書を回さず承認を求めなかった ⑸契約価格が漏れていた可能性があった ⑹契約時に内訳書を提出
させなかった ⑺環境省に対して事実と異なる報告を行っていた
　以上のような行政組織として通常行わないようなことがなぜ行われたのか、職員からは納得のいく説明がなく、背景に
は何らかの大きな意向、指示などがあったのではないかと疑わざるを得ない。
　なお、調査の中で、井上市長の直接的又は間接的な指示があったとする証言は得られなかったが、井上市長の関与の疑
惑については払拭できなかった。
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